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▼
議
案
５　
松
田
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準

じ
、
職
員
の
給
与
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。

▼
議
案
６　
松
田
町
地
区
整

備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
令
和
７
年
12
月
１
日
付
け

で
都
市
計
画
決
定
し
ま
し
た

「
新
松
田
駅
北
口
地
区
地
区

計
画
」
に
つ
い
て
、
そ
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
７　
松
田
町
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
よ
り
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
分
の
賦
課
徴
収

が
必
要
と
な
る
こ
と
及
び
地

方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
対

応
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
８　
松
田
町
介
護
保

険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に

伴
う
所
得
判
定
の
変
更
に
よ

る
介
護
保
険
料
の
負
担
増
を

緩
和
す
る
た
め
、
令
和
７
年

度
住
民
税
非
課
税
者
の
令
和

８
年
度
保
険
料
を
減
免
す
る

特
例
を
設
け
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
９　
松
田
町
消
防
団

員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
が
社
会
経
済
情
勢
な
ど

に
対
応
す
る
た
め
に
「
非
常

勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害

補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
」

を
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。

▼
議
案
10　
松
田
町
用
地
取

得
特
別
会
計
条
例
を
廃
止
す

る
条
例

　
籠
場
町
有
地
及
び
町
屋
町

有
地
の
購
入
の
際
の
借
入
金

の
元
金
及
び
利
子
の
償
還
が

完
了
し
た
た
め
、
本
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

▼
議
案
11　
令
和
７
年
度
松

田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
８
号
）

　
歳
入
で
は
、
交
付
税
の
増

額
や
国
・
県
等
の
補
助
金
等

を
活
用
し
た
事
業
の
実
績
に

よ
る
増
減
、
町
債
は
、
松
田

中
学
校
屋
内
運
動
場
改
修
事

業
に
伴
う
増
額
な
ど
で
す
。

　
歳
出
で
は
、
各
事
業
等
の

進
捗
状
況
と
実
績
見
込
み
な

ど
に
よ
る
増
減
や
、
財
政
調

整
基
金
、
減
債
基
金
へ
の
積

立
、
松
田
中
学
校
屋
内
運
動

場
改
修
工
事
、
保
育
所
等
運

営
給
付
費
の
増
額
な
ど
の
補

正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
12　
令
和
７
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　
年
度
末
ま
で
の
決
算
見
込

み
に
よ
る
診
療
収
入
の
減
額

と
財
源
不
足
を
補
う
た
め
の

財
政
調
整
基
金
繰
入
金
に
伴

う
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
13　
令
和
７
年
度
松

田
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　
主
に
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
及
び
介
護
施
設
利
用
者
の

増
に
よ
る
介
護
給
付
費
の
増

額
に
伴
う
補
正
を
す
る
も
の

で
す
。

▼
議
案
14　
令
和
７
年
度
松

田
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減

分
減
少
に
よ
る
繰
入
金
の
減

額
に
伴
う
補
正
を
す
る
も
の

で
す
。指

定
管
理

▼
議
案
23　
松
田
町
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
、

社
会
福
祉
法
人
松
田
町
社
会

福
祉
協
議
会
を
指
定
管
理
者

に
指
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
24　
松
田
町
寄
ロ
ウ

バ
イ
園
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
、

宇
津
茂
ロ
ウ
バ
イ
部
会
を
指

定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
議
案
25　
松
田
町
寄
農
と

交
流
拠
点
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
、

合
同
会
社
佐
野
フ
ァ
ー
ム
を

指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も

の
で
す
。

議案第４号　松田町犯罪被害者等支援条例
総務文教常任委員会（抜粋）

１．審査の結果
　　　採決の結果、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
２．審査の内容
　　�　安全防災担当室長及び担当職員出席のもと、既に条例制定した市町の状況と、支援までの流れや具
体的な支援方法等、詳細な説明を受けました。審査の結果、適正なものであると判断しました。
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